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＜＜衆議院議員 中村てつじの活動報告 Vol.２３＞＞ 
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奈良県大和郡山市杉町 209-4 

電話： 0743-59-3915 

FAX： 0743-59-2228

はじめまして。去年の５月から約一年間、国会事務所でインターンをさせて頂きました。 
 仕事の内容は、委員会の質問通告での同席、党会議への出席、ＰＣ 
の入力作業、書類整理など様々です。大学生の僕にとって普通の学生 
生活ではなかなか得られない体験でした。 
 事務所ではミスをしたりとわからないことだらけでしたが、そんな 
私を事務所の皆さんは手取り足取り丁寧に教えてくださいました。感 
謝の気持ちで一杯です。 
 質問通告での同席や委員会質問の傍聴、個人的に政治について伺っ 
たりすることを通じ、中村さんが信念を持って取り組んでおられる政 
治家であると強く感じました。 
 この１年間、自らの足りないところを認識し、今後の進路の方向性 
を考える上で大きな経験が得られました。中村さん、秘書の皆さんに 
は大変お世話になりました。これからもよろしくお願いいたします。

今号のトピックス②：インターン体験記（Ｓ君の場合） 

今号のトピックス①： 振り込め詐欺対策法案提出

昨年から準備しておりました振り込め詐欺対策法案（正式名称「携帯音声通信事業者による契約

者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案」。（プレス民主号外 
Vol.21））は、全党賛成の議員立法として、３月２２日に国会へ提出いたしました。 
 本法案は、振り込め詐欺対策を 
早急に実施するために、できる限 
り早くとりまとめる必要があると 
いうことで、与野党が精力的に協 
議を重ねてまいりました。 
 中村は民主党のとりまとめ責任 
者として、また与野党協議の窓口 
役として、中心になって関わって 
まいりました。 
 ２９日の国会審議では、答弁者 
の一人として委員からの質問に答 
える立場を務めました。 
 ４月１日に衆議院を通過した本 
法案は、速やかに参議院に送付さ 
れ、今国会中に成立する予定です。 衆議院に法案を提出する中村てつじ。右隣は同じく法案提出者

の菅議員（自民党）、左隣は石井議員（公明党）。周りは報道陣。

中村てつじ 



 
● お申し込み・お問い合わせはこちらの総支部へ 

民主党奈良県第２区総支部 〒639-1121 大和郡山市杉町 209-4（中村てつじ事務所）

                  TEL：0743-59-3915 FAX：0743-59-2228 

 

民主党入党・サポーター登録申込書 

どちらかに○ 党 員  ・  サポーター 

 
ふりがな  性別  年齢 

お名前  男 

女 

（西暦    年） 

明治・大正・昭和   年    月    日

  

 
ご住所 

〒     －      

●よろしければ、下記の項目もご記入ください。 

電話  e-mail 

勤務先 

ご職業 

 

 

 

受付

 

     年    月    日 

 

党員とは？                                                   

○民主党の基本理念と政策に賛同する 18 歳以上の方なら誰でもなれます。 

○在外邦人や在日外国人の方も OK です。 

○党員は、それぞれの地域にある民主党の総支部（総支部がない地域は都道府県連）

 に所属します。〈総支部〉とは、衆議院、参議院の各議員、または公認候補者など

 を代表者とする民主党の地域組織です。 

○党費は年間 6,000 円です。有効期間は１年。 

○党員は、民主党の運営や活動、政策づくりに参画でき、党代表選挙で投票するこ 

 とができます。 

○民主党の広報紙「プレス民主」（月 2回発行）と党員証が送付されます。党員の権

 利や活動は民主党規約や組織規則、倫理規則で定められており、それ以外の義務 

 やノルマなどはありません。 

サポーターとは？                                               

○民主党を応援したい 18 歳以上の方なら、どなたでもサポーターになれます。 

○会費は年間 2,000 円で有効期間は１年。 

○サポーターになると、党代表選挙で投票できるほか、党で主催する講演会や勉強 

 会、イベント、選挙ボランティアに参加することができます。 

民主党代表選挙への参加                                        

○民主党の党員・サポーターになると、2 年に 1度、党代表を選ぶ選挙に、郵便投票

 で参加することができます。 

○選挙が行われる年の 5月 31 日の定時登録（年に１度党本部で全国の党員・サポー

 ターの名簿を集計）の時点で党員・サポーターになっていることが条件です。 

 投票資格のある方には、党本部から投票用紙が郵送されます。 

あなたも民主党に参加しませんか？
民主党の運営と活動を支え、ともに行動する〈党員・サポーター〉を募集しています。 

 
◆党員      党費 6,000 円 

◆サポーター  会費 2,000 円 

◎お近くの総支部、国会議員事務所へお申

し込みください。 

党員・サポーター集会

プレス民主


